
▲

問い合わせ　三豊市観光交流局
　　　　　　　☎56‒5880（火曜休館）

♥♥♥♥♥

フォトコンテスト入賞作品決定!!

「満天の冬空」
上杉 孝徹（観音寺市）

「蝋梅咲く本山寺雪景」
石角 尚義（三豊市）

「見事な差し上げ」
三好 計夫（観音寺市）

「旅人」
三井 秀範（綾歌郡）

入賞作品は観光交流局ホームページに掲載しています。
www.mitoyo-kanko.com

【市長特別賞】 上杉孝徹（観音寺市）

【観光特別賞】 大坪邦仁（綾歌郡）

【佳　作】 　　眞鍋勝一、藤川浩明（三豊市）、
上杉孝徹（観音寺市）、真鍋学
（丸亀市）、西畑慶子、那須壮
一郎（高松市）、佐藤雄二（四
国中央市）

【敬称略・順不同】

秋冬の部

【優秀賞】

【最優秀賞】　該当なし
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納税が困難な場合はご相談ください

▼問い合わせ　税務課　☎ 73‒3006

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
、

事
業
や
生
活
の
維
持
が
困

難
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
納
税

者
に
つ
い
て
は
、
納
税
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

今
後
の
納
税
に
つ
い
て
心
配

な
人
は
、
お
早
め
に
税
務
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納
税
の
猶
予
と
は

市
税
の
納
付
や
滞
納
処
分

を
一
定
期
間
猶
予
す
る
制
度

で
す
。

納
税
猶
予
の
対
象
と
な
る
人

次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
該

当
す
る
場
合
は
猶
予
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

・
本
人
ま
た
は
家
族
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど

の
病
気
に
か
か
っ
た

・
事
業
を
廃
止
、
ま
た
は
休
止

し
た

・
事
業
に
著
し
い
損
失
を
受
け
た

・
取
引
先
が
倒
産
し
た

・
給
与
所
得
が
減
っ
た

・
事
情
に
よ
り
一
時
納
付
が
困

難
と
な
っ
た

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る

税
額
な
ど
に
よ
り
、
証
明
書

や
担
保
提
供
の
書
類
が
必
要

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
税
務
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
猶
予
期
間
】

申
請
日
か
ら
最
長
１
年
間

で
す
。
な
お
、
こ
れ
以
後
も

完
納
が
困
難
な
事
情
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
さ

ら
に
最
長
１
年
に
限
り
猶
予

期
間
の
更
新
が
で
き
ま
す
。

※
納
税
が
猶
予
さ
れ
る
と
、

猶
予
期
間
内
で
の
分
割
に

よ
る
納
税
や
猶
予
期
間
中

に
発
生
す
る
延
滞
金
が
減

額
ま
た
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
が
猶
予
さ
れ
た
り
、
す

で
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
た

財
産
が
あ
る
と
き
は
、
差

し
押
さ
え
を
解
除
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

ほっとニュースは

市ホームページでも

虐待防止のための連携強化市民を感染症から守るために

オンラインを活用して家庭学習を支援

市と三豊警察署は、虐待事案の未然防止と早期
発見・早期対応を図るため、「虐待事案対応の連携強
化に関する協定」を締結しました。児童虐待、高齢
者虐待および障害者虐待にかかる虐待事案での連
携強化に関する包括協定は、県内初となります。

休校期間中も家庭で学習ができるよう、市ではYouTubeでの授業動画配
信や、教員と自宅にいる子どもたちとのオンライン授業を行っています。
教員たちは、子どもたちが楽しく学べ
るように授業を組み立て、子どもたちが
主体的に学べるように工夫しながら撮影
をしました。

株式会社サムソンから、新型コロナウイルス感
染症予防対策を目的として100万円の寄付を受け
るにあたり、贈呈式が行われました。寄付金は、非
接触赤外線体温計の購入など、感染症予防対策費
として活用します。

4/234/23
オンライン授業オンライン授業
の検証の検証
（小学校）（小学校）

4/204/20
YouTube 配信YouTube 配信
動画撮影動画撮影

みとよくらしのおしらせ
Information' s

5/115/11
オンライン授業オンライン授業
（中学校）（中学校）

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

▼問い合わせ　健康課　☎ 73‒3014
県後期高齢者医療広域連合事務局　☎ 087‒811‒1866

交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
は

傷
病
届
を
提
出
し
ま
し
ょ
う

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な

ど
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て

受
け
た
傷
病
の
場
合
、「
傷

病
届
」
を
提
出
す
る
こ
と
で
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
治

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。こ

の
場
合
、
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
が
、
一
時

的
に
立
て
替
え
た
医
療
費
を

加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。
医

療
機
関
を
受
診
す
る
際
に
は

申
し
出
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
必
ず
健
康
課
ま
で
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
け
出
（
傷
病
届
等

関
係
書
類
の
提
出
）
は
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
届
け
出
に
必
要
な

書
類
は
、
広
域
連
合
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
健
康
課
に
あ

り
ま
す
。（
交
通
事
故
証
明
書

は
お
近
く
の
警
察
署
、
交
番
、

ま
た
は
香
川
県
運
転
免
許
セ

ン
タ
ー
に
て
相
談
の
上
、
取

お知らせ

得
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
ど
ん
な
小
さ
な
交
通
事
故

で
も
警
察
に
届
け
て
「
事

故
証
明
書
」
を
も
ら
い
ま

し
ょ
う
。

※
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受

け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済

ま
せ
た
り
す
る
と
、
後
期

高
齢
者
医
療
で
立
て
替
え

た
医
療
費
を
加
害
者
側
に

請
求
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

【
届
け
出
に
必
要
な
も
の
】

保
険
証
、
印
鑑
、

事
故
証
明
書
な
ど

【
提
出
先
】
健
康
課

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査

が
始
ま
り
ま
す

６
月
１
日
か
ら
、
後
期
高

齢
者
医
療
健
康
診
査
が
始
ま

り
ま
す
。
6
月
中
旬
に
受
診

券
な
ど
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

早
め
に
予
約
を
し
て
、
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

健
康
診
査
は
、
糖
尿
病
な

ど
の
生
活
習
慣
病
の
重
症
化

や
フ
レ
イ
ル
の
予
防
の
た
め

に
重
要
で
す
。
健
康
診
査
を

受
け
て
、
健
康
長
寿
を
め
ざ

し
ま
し
ょ
う
。

くらし


